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関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）
参
照
条
文

◎

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）（
抄
）

（
少
額
輸
入
貨
物
に
対
す
る
簡
易
税
率
）

第
三
条
の
三

第
三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
場
合
に
お
い
て
、
次
条
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
輸
入
貨
物
の
課
税
標
準
と
な

る
価
格
（
数
量
を
課
税
標
準
と
し
て
関
税
を
課
す
る
貨
物
（
以
下
「
従
量
税
品
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
価
格
を

い
う
も
の
と
す
る
。
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
八
項
第
一
号
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
四
条
第
十
八

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
十
万
円
以
下
の
輸
入
貨
物
（
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
そ
の
入
国
の
際
に
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
前
条
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
送
し
て
輸
入
す
る
貨
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
関
税
の
率
は
、
関
税
に
関
す
る
他
の
法
律
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
の
付
表
第
二
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
輸
入
貨
物
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
輸
入
貨
物
が
郵
便
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
郵
便
物
の
名
宛
人
）
が
当
該
輸
入
貨
物
の
全
部
に
つ
い
て
同
表
に
よ
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨
を
税
関
に
申
し
出
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
並
び
に
本
邦
の
産
業
に
対
す
る
影
響
等
を
考
慮
し
て
別
表
の
付
表
第
二
の
税
率
を
適

用
す
る
こ
と
を
適
当
と
し
な
い
貨
物
と
し
て
政
令
で
定
め
る
貨
物
に
は
適
用
し
な
い
。

別
表

関
税
率
表
（
第
三
条
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
関
係
）

番

号

品

名

税

率

〇
四
・
〇
二

ミ
ル
ク
及
び
ク
リ
ー
ム
（
濃
縮
若
し
く
は
乾
燥
を
し
又
は
砂
糖
そ
の
他
の
甘
味
料
を
加
え
た
も
の
に
限

る
。）

〇
四
〇
二
・
一
○

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の
も
の
（
脂
肪
分
が
全
重
量
の
一
・
五
％
以
下
の
も
の
に
限
る
。）

一

砂
糖
を
加
え
た
も
の

三
五
％
及
び
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
六
六
円

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。）、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行

う
課
程
を
置
く
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。）
特
別
支
援
学
校
若

し
く
は
幼
稚
園
の
児
童
、
生
徒
若
し
く
は
幼
児
又
は
政
令
で
定
め
る
児
童
福
祉
施
設
の
児

童
の
給
食
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
学
校
等
給
食
用
の
も
の
」

と
い
う
。）
及
び
配
合
飼
料
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
製
造
に
使
用
す
る
た
め
の
も
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の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
飼
料
用
の
も
の
」
と
い
う
。）

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
四
六

六
円

㈡

そ
の
他
の
も
の

二
五
％
及
び
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
四
六
六
円

粉
状
、
粒
状
そ
の
他
の
固
形
状
の
も
の
（
脂
肪
分
が
全
重
量
の
一
・
五
％
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。）

〇
四
〇
二
・
二
一

砂
糖
そ
の
他
の
甘
味
料
を
加
え
て
な
い
も
の

一

脂
肪
分
が
全
重
量
の
五
％
を
超
え
る
も
の

㈠

脂
肪
分
が
全
重
量
の
三
〇
％
以
下
の
も
の

三
〇
％
及
び
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
七
二
〇
円

㈡

そ
の
他
の
も
の

三
〇
％
及
び
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
一
、
二
〇
四
円

二

そ
の
他
の
も
の

㈠

学
校
等
給
食
用
の
も
の
及
び
飼
料
用
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
五
〇

〇
円

㈡

そ
の
他
の
も
の

二
五
％
及
び
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
き
五
〇
〇
円

付
表
第
二

少
額
輸
入
貨
物
に
対
す
る
簡
易
税
率
表
（
第
三
条
の
三
関
係
）

番

号

品

名

税

率

一

⑴

別
表
第
二
二
〇
四
・
一
〇
号
か
ら
第
二
二
〇
四
・
二
九
号
ま
で
、
第
二
二
〇
五
・
一
〇
号
又
は
第

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
七
〇
円

二
二
〇
五
・
九
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品

⑵

第
二
二
〇
八
・
九
〇
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
の
⒝
に
掲
げ
る
物
品

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
〇
円

⑶

別
表
第
二
一
〇
六
・
九
〇
号
の
二
の
㈡
の
Ｄ
の
⒝
、
第
二
二
〇
四
・
三
〇
号
の
二
、
第
二
二
〇
六

・
〇
〇
号
の
二
の
㈠
若
し
く
は
㈡
の
Ａ
若
し
く
は
Ｂ
の
⒝
、
第
二
二
〇
七
・
一
〇
号
の
一
の
㈡
の

Ｂ
若
し
く
は
二
の
㈡
又
は
第
二
二
〇
八
・
九
〇
号
の
一
の
㈡
の
Ａ
の
⒝
若
し
く
は
二
の
㈠
若
し
く

は
㈢
に
掲
げ
る
物
品

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
〇
円

二

次
に
掲
げ
る
物
品

二
〇
％

⑴

別
表
第
二
一
〇
三
・
二
〇
号
又
は
第
二
一
〇
五
・
〇
〇
号
に
掲
げ
る
物
品
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⑵

別
表
第
四
三
〇
二
・
三
〇
号
の
一
又
は
第
四
三
・
〇
三
項
に
掲
げ
る
物
品

三

次
に
掲
げ
る
物
品

一
五
％

⑴

別
表
第
〇
九
〇
一
・
二
一
号
、
第
〇
九
〇
一
・
二
二
号
、
第
〇
九
〇
二
・
一
〇
号
又
は
第
〇
九

〇
二
・
二
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品

別
表
第
〇
九
〇
二
・
三
〇
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

紅
茶
以
外
の
も
の

別
表
第
〇
九
〇
二
・
四
〇
号
の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
物
品

⑵

別
表
第
三
五
〇
三
・
〇
〇
号
の
三
に
掲
げ
る
物
品

⑶

別
表
第
四
三
〇
二
・
一
一
号
か
ら
第
四
三
〇
二
・
二
〇
号
ま
で
又
は
第
四
三
〇
二
・
三
〇
号
の

二
に
掲
げ
る
物
品

四

次
に
掲
げ
る
物
品

一
〇
％

⑴

別
表
第
一
類
か
ら
第
四
類
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

⑵

別
表
第
七
類
に
掲
げ
る
物
品

⑶

別
表
第
八
類
に
掲
げ
る
物
品

⑷

別
表
第
〇
九
一
〇
・
一
一
号
の
一
又
は
第
〇
九
一
〇
・
一
二
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

⑸

別
表
第
一
二
一
二
・
二
一
号
に
掲
げ
る
物
品

⑹

別
表
第
一
六
類
か
ら
第
二
〇
類
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

⑺

別
表
第
二
一
類
に
掲
げ
る
物
品
（
第
一
号
及
び
第
二
号
の
品
目
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

⑻

別
表
第
二
九
〇
五
・
四
四
号
、
第
二
九
一
八
・
一
四
号
、
第
二
九
一
八
・
一
五
号
の
一
、
第
二

九
二
二
・
四
二
号
の
一
又
は
第
二
九
四
〇
・
〇
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品

⑼

別
表
第
四
四
二
一
・
九
〇
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

⑽

別
表
第
四
六
類
に
掲
げ
る
物
品

⑾

別
表
第
五
〇
・
〇
七
項
に
掲
げ
る
物
品

⑿

別
表
第
五
三
類
に
掲
げ
る
物
品

⒀

別
表
第
六
〇
類
に
掲
げ
る
物
品

⒁

別
表
第
六
二
類
に
掲
げ
る
物
品

五

次
に
掲
げ
る
物
品

三
％

⑴

別
表
第
六
類
に
掲
げ
る
物
品
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⑵

別
表
第
二
七
類
に
掲
げ
る
物
品

⑶

別
表
第
二
八
類
に
掲
げ
る
物
品

⑷

別
表
第
二
九
類
に
掲
げ
る
物
品
（
第
四
号
の
品
目
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

⑸

別
表
第
三
二
類
か
ら
第
三
四
類
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

⑹

別
表
第
三
八
類
に
掲
げ
る
物
品

⑺

別
表
第
三
九
類
に
掲
げ
る
物
品

⑻

別
表
第
四
三
類
に
掲
げ
る
物
品
（
第
二
号
及
び
第
三
号
の
品
目
の
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

⑼

別
表
第
五
九
類
に
掲
げ
る
物
品

⑽

別
表
第
六
六
類
か
ら
第
六
八
類
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

⑾

別
表
第
七
〇
類
に
掲
げ
る
物
品
（
別
表
第
七
〇
・
一
八
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

⑿

別
表
第
七
四
類
か
ら
第
七
六
類
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

⒀

別
表
第
七
八
類
に
掲
げ
る
物
品

⒁

別
表
第
七
九
類
に
掲
げ
る
物
品

⒂

別
表
第
八
一
類
か
ら
第
八
三
類
ま
で
に
掲
げ
る
物
品

⒃

別
表
第
九
四
類
に
掲
げ
る
物
品

⒄

別
表
第
九
五
類
に
掲
げ
る
物
品

六

次
に
掲
げ
る
物
品

無
税

⑴

別
表
第
五
類
に
掲
げ
る
物
品

⑵

別
表
第
二
五
類
に
掲
げ
る
物
品

⑶

別
表
第
三
〇
〇
六
・
七
〇
号
に
掲
げ
る
物
品

⑷

別
表
第
四
〇
類
に
掲
げ
る
物
品

⑸

別
表
第
四
八
類
に
掲
げ
る
物
品

⑹

別
表
第
六
九
類
に
掲
げ
る
物
品

⑺

別
表
第
七
二
類
に
掲
げ
る
物
品

⑻

別
表
第
七
三
類
に
掲
げ
る
物
品

⑼

別
表
第
八
〇
類
に
掲
げ
る
物
品

七

前
各
号
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
物
品

五
％
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◎

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）（
抄
）

（
児
童
福
祉
施
設
の
指
定
）

第
六
十
五
条

法
の
別
表
第
〇
四
〇
二
・
一
〇
号
の
二
の
㈠
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
き
、
母
子
生
活
支
援
施
設
に
あ
つ
て
は
保
育
施
設
を

有
す
る
も
の
、
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ
て
は
保
育
施
設
を
有
す
る
児
童
館
に
限
る
。
）
、
同
法
第
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
児
童
相
談
所
に

設
置
す
る
児
童
一
時
保
護
施
設
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
市
町
村
長
が
設
置
す
る
へ
き
地
保
育
所
及
び
同
法
第
五
十

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保

育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
施
設
と
す
る
。

◎

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）（
抄
）（
※
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
六
条
に

よ
る
改
正
後
）

（
事
業
）

第
六
条
の
三

（
省

略
）

２
～
８
（
省

略
）

９

こ
の
法
律
で
、
家
庭
的
保
育
事
業
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。

一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
必

要
な
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
満
三
歳
未
満
の
も
の
に

つ
い
て
、
家
庭
的
保
育
者
（
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
保
育
士
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
の
保
育
を
行
う
者
と
し
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
居
宅

そ
の
他
の
場
所
（
当
該
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
の
居
宅
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
者
に
よ
る
保
育
を
行
う
事
業
（
利
用
定
員
が
五

人
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

満
三
歳
以
上
の
幼
児
に
係
る
保
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で
あ
つ
て
満
三
歳

以
上
の
も
の
に
つ
い
て
、
家
庭
的
保
育
者
の
居
宅
そ
の
他
の
場
所
（
当
該
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
の
居
宅
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
家
庭
的
保

育
者
に
よ
る
保
育
を
行
う
事
業

こ
の
法
律
で
、
小
規
模
保
育
事
業
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。

10
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一

保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
で
あ
つ
て
満
三
歳
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
を
保
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
施
設
（
利
用
定
員
が
六
人
以
上
十
九
人
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
に
お
い
て
、
保
育
を
行
う
事
業

二

満
三
歳
以
上
の
幼
児
に
係
る
保
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で
あ
つ
て
満
三
歳

以
上
の
も
の
に
つ
い
て
、
前
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
い
て
、
保
育
を
行
う
事
業

（
省

略
）

11

こ
の
法
律
で
、
事
業
所
内
保
育
事
業
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。

12
一

保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
で
あ
つ
て
満
三
歳
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
、
保
育
を
行
う
事
業

イ

事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
及
び
そ
の
他
の
乳
児
若
し
く
は
幼
児
を
保
育
す
る
た
め
に
自
ら
設
置
す
る
施
設

又
は
事
業
主
か
ら
委
託
を
受
け
て
当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
及
び
そ
の
他
の
乳
児
若
し
く
は
幼
児
の
保
育
を

実
施
す
る
施
設

ロ

事
業
主
団
体
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
及
び
そ
の
他
の
乳
児
若
し
く
は
幼
児
を
保
育
す

る
た
め
に
自
ら
設
置
す
る
施
設
又
は
事
業
主
団
体
か
ら
委
託
を
受
け
て
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
若
し
く
は

幼
児
及
び
そ
の
他
の
乳
児
若
し
く
は
幼
児
の
保
育
を
実
施
す
る
施
設

ハ

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
共
済
組
合
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
組
合
（
以

下
ハ
に
お
い
て
「
共
済
組
合
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
共
済
組
合
等
の
構
成
員
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
ハ
に
お
い
て
「
共
済
組
合

等
の
構
成
員
」
と
い
う
。
）
の
監
護
す
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
及
び
そ
の
他
の
乳
児
若
し
く
は
幼
児
を
保
育
す
る
た
め
に
自
ら
設
置
す
る
施
設
又
は
共

済
組
合
等
か
ら
委
託
を
受
け
て
当
該
共
済
組
合
等
の
構
成
員
の
監
護
す
る
乳
児
若
し
く
は
幼
児
及
び
そ
の
他
の
乳
児
若
し
く
は
幼
児
の
保
育
を
実
施
す

る
施
設

二

満
三
歳
以
上
の
幼
児
に
係
る
保
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
地
域
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で
あ
つ
て
満
三
歳

以
上
の
も
の
に
つ
い
て
、
前
号
に
規
定
す
る
施
設
に
お
い
て
、
保
育
を
行
う
事
業

及
び

（
省

略
）

13

14

◎

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）（
抄
）

附

則

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
六

（
省

略
）


